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１．墨田区の児童館について                              

 

児童福祉法（第４０条）に基づく児童厚生施設です。乳幼児とその保護者お 

よび小・中・高校生が自由に利用できる施設で、遊び場の提供をはじめ、子育 

て相談、季節ごとの行事、地域との連携行事などを通じて「こどもたちの健や 

かな成長・発達」を目的に設置しています。 

墨田区では「児童館」として区内に１１館あり、運営は指定管理者が行って 

いる。どの法人も地域の特性にあわせて、こどもたちや保護者の活動全般にわ 

たる支援・育成などを行っています。 

児童館の大きな特色は０歳～１８歳までの異年齢交流ができ、保護者の方々 

やボランティアとの幅広い世代交流ができることです。学童クラブとの併設運 

営も行っています。 

 

２．八広はなみずき児童館の事業について                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八広はなみずき児童館が目指すこと 

 

 

 

 

 

 

「人と人をつなぐほっとステーション」 

○乳幼児親子から中高生までが、１人でも友だち同士でもふらっと寄れる居場所 

○色々なプログラムを通じて自己表現ができる場所 

○さまざまな人と出会い交流ができ、地域貢献のはじめの一歩となる場所 

○こどもの時間を体験できる場所（こども時代と決別） 

 

 

学童ｸﾗﾌﾞ業務 

就労等で、放課後の児童の保護育

成が困難な家庭の子育て支援（①

保護者替り②集団生活を通して

児童の健全育成） 

 

年齢別業務 

○乳幼児対象事業 

○小学生対象事業 

○中高生対象事業 

○異年齢交流事業 

 

相談業務 

乳幼児親子から小・中・高校生ま

で、幅広い年齢層の相談に対応

し、必要に応じて専門機関につな

げる役割を担っています。 

 

地域連携業務 

地域のみんなで子育てを応援し

ていくお手伝いをしています。 

 地域行事への参加・協力 

 地域交流事業の企画運営 

 

 

【日常業務】 

遊びの提供、遊具

の貸出、おしゃべ

り、スポーツ、読

書を通じて居場

所利用、遠足・観

劇スポーツ大会、

幼児ひろばなど 

区民行事等 

町会行事等 

他部署 

その他 
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３．施設概要について                                    

 所 在 地  東京都墨田区八広４－２７－８ 

 連 絡 先  電話０３（３６１７）７０６０ FAX０３（３６１７）６８７６ 

施設年月日  昭和６０年５月１日 

 施設の規模  広さ ５０７．４４㎡ 

        造り 鉄筋コンクリート ４階建て 

 開 館 日  月曜日～日曜日（年末年始・第四日曜日は休館です。） 

 開館時間   午前９時００分～午後９時００分 

 指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

 利 用 数  年 間      45,042人 ＊利用者数は、平成２４年度実績 

        乳幼児     4,813人 

        小学生    25,263人 

        中学生     8,317人 

        高校生     1,907人 

        １８歳以上   4,742人 

 

 


